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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成27年1月15日(2015.1.15)

【公表番号】特表2014-502353(P2014-502353A)
【公表日】平成26年1月30日(2014.1.30)
【年通号数】公開・登録公報2014-005
【出願番号】特願2013-540369(P2013-540369)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ   1/28     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ   1/10     (2006.01)
   Ｃ１２Ｍ   1/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ   1/28    　　　Ｊ
   Ｇ０１Ｎ   1/10    　　　Ｎ
   Ｃ１２Ｍ   1/00    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成26年11月20日(2014.11.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のコンテナ（１２）と、該第１のコンテナを包囲する第２のコンテナ（１４）とを
備え、前記第１のコンテナ（１２）及び前記第２のコンテナ（１４）が、前記第１のコン
テナ（１２）と前記第２のコンテナ（１４）との間に形成された収集チャンバ（１６）が
第１のより小さい容積を有する保存位置と、前記収集チャンバ（１６）が前記第１の容積
とは異なる第２のより大きい容積を有する、前記保存位置とは異なる分析位置へと互いに
相対的に移動可能である、サンプリングツール（５０）で採取したサンプル、好ましくは
生物材料を含むサンプルを保存及び処理するためのサンプルコンテナ（１０）であって、
　固定手段（６６）が前記第１のコンテナ（１２）上に設けられ、前記固定手段を少なく
とも前記分析位置で、前記第２のコンテナ（１４）上に設けられた相手側固定手段（６８
）と形状適合の固定係合状態にすることが可能であることにより、前記２つのコンテナ（
１２、１４）の相対運動が前記分析位置からの少なくとも１つの相対運動方向、好ましく
は前記保存位置に向かう方向、特に好ましくは前記保存位置から離れる方向で少なくとも
より困難になり、且つ／又はロック手段が前記第１のコンテナ（１２）上に設けられ、前
記ロック手段を少なくとも前記保存位置で、前記第２のコンテナ（１４）上に設けられた
相手側ロック手段と形状適合のロック係合状態にすることが可能であることにより、前記
２つのコンテナ（１２、１４）の相対運動が前記保存位置からの少なくとも１つの相対運
動方向、好ましくは前記分析位置に向かう方向、特に好ましくは前記分析位置から離れる
方向で少なくともより困難になり、
　前記第１のコンテナ（１２）及び第２のコンテナ（１４）が、前記保存位置と前記分析
位置との間の第１の相対運動経路に沿って互いに相対的に移動し、
　前記保存位置と前記分析位置とから選択された少なくとも１つの位置、好ましくは少な
くとも前記分析位置、特に好ましくは両方の位置で、前記固定係合及び／又は前記ロック
係合を解放するために前記第１のコンテナ（１２）及び前記第２のコンテナ（１４）が、
前記第１の相対運動経路とは異なる第２の相対運動経路に沿って互いに移動することを特



(2) JP 2014-502353 A5 2015.1.15

徴とするサンプルコンテナ。
【請求項２】
　前記固定手段が前記ロック手段であり、且つ／又は前記相手側固定手段が前記相手側ロ
ック手段であることを特徴とする請求項１に記載のサンプルコンテナ。
【請求項３】
　前記固定係合及び／又はロック係合がラッチ係合であり、好ましくはオーバーライド可
能なラッチ係合であることを特徴とする請求項１又は２に記載のサンプルコンテナ。
【請求項４】
　前記第１のコンテナ（１２）及び前記第２のコンテナ（１４）が、共通のコンテナ軸（
Ａ）に沿って延びると共に、前記保存位置と前記分析位置との間の前記第１の相対運動経
路としての共通のコンテナ軸（Ａ）に沿って互いに相対運動することを特徴とする請求項
１から３のいずれか一項に記載のサンプルコンテナ。
【請求項５】
　前記第１のコンテナ（１２）及び前記第２のコンテナ（１４）が、前記固定係合及び／
又は前記ロック係合を解放するために、前記第２の相対運動経路として前記コンテナ軸（
Ａ）を中心に周方向（Ｕ）に互いに対して回転可能であることを特徴とする請求項４に記
載のサンプルコンテナ。
【請求項６】
　突起（６６）が前記第１のコンテナ（１２）及び第２の（１４）から選択された１つの
コンテナ上に設けられ、好ましくはそれぞれの他方のコンテナの方向に、及び他方のコン
テナから離れる方向に弾性的にコンテナ上に設けられ、特に好ましくは前記保存位置と前
記分析位置との間でそれぞれの他方のコンテナの方向に予張力がかけられるように設けら
れると共に、前記突起（６６）にラッチ係合する少なくとも１つの第１のラッチ凹部（６
８）が、それぞれの他方のコンテナ上の、前記分析位置と前記保存位置とから選択された
相対位置に関連する第１のラッチ位置に設けられ、好ましくは、前記突起とラッチ係合す
るための第２のラッチ凹部が、それぞれの他方のコンテナ上の、前記それぞれの他方の相
対位置に関連し、前記第１のラッチ位置から前記第１の相対運動経路の方向に離れた第２
のラッチ位置に設けられることを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載のサン
プルコンテナ。
【請求項７】
　前記第１のコンテナ上に相対運動案内手段を設け、該案内手段が、前記保存位置と前記
分析位置との間の前記第１の相対運動経路に沿って前記第１のコンテナ及び前記第２のコ
ンテナの相対運動を案内するために前記第２のコンテナ上に設けられた相手側の相対運動
案内手段と相互作用することを特徴とする請求項５を考慮に入れた請求項１から６のいず
れか一項に記載のサンプルコンテナ。
【請求項８】
　前記相対運動案内手段が前記固定手段及び／又は前記ロック手段であるか、又は前記相
手側相対運動案内手段が前記相手側固定手段及び／又は前記相手側ロック手段であること
を特徴とする請求項７に記載のサンプルコンテナ。
【請求項９】
　前記第１のコンテナと前記と第２のコンテナとから選択された１つのコンテナ上に少な
くとも１つの突起を設け、該突起が前記それぞれの他方のコンテナ上の前記第１の相対運
動経路に沿って延びる縦溝部に係合し、好ましくはこれを貫通し、前記縦溝部が、前記分
析位置と前記保存位置とから選択された相対位置に関連する第１のラッチ位置に少なくと
も１つの第１のラッチラグ構成を備え、且つ前記縦溝部が好ましくは、前記それぞれの他
方の相対位置に関連し、前記第１のラッチ位置から第１の相対運動経路の方向に離れてい
る第２のラッチ位置に第２のラッチラグ構成を備えることを特徴とする請求項７又は８に
記載のサンプルコンテナ。
【請求項１０】
　前記第１のコンテナ（１２）及び第２のコンテナ（１４）が各々、コンテナ開口部（４
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６）を設け、好ましくは該開口部が、コンテナ軸（Ａ）に沿って延びるコンテナ（１２、
１４）が前記それぞれのコンテナ（１２、１４）の同じ軸端側（２２、３０）に位置する
場合は、第１のコンテナ（１２）及び第２のコンテナ（１４）の対応する側に設けられる
ことを特徴とする請求項１から９のいずれか一項に記載のサンプルコンテナ。
【請求項１１】
　前記第１のコンテナ（１２）が、前記分析位置及び前記保存位置から選択された少なく
とも１つの相対位置で、好ましくは両方の相対位置で前記第２のコンテナ（１４）の前記
コンテナ開口部（４６）を通過することを特徴とする請求項１０に記載のサンプルコンテ
ナ。
【請求項１２】
　前記サンプルコンテナ（１０）に嵌め込まれると前記少なくとも第１のコンテナ（１２
）の、好ましくは両方のコンテナ（１２、１４）の前記コンテナ開口部を覆う取り外し可
能な蓋（１８）を備えることを特徴とする請求項１０又は１１に記載のサンプルコンテナ
。
【請求項１３】
　前記サンプリングツール（５０）が、好ましくは前記蓋（１８）に対して移動するよう
に前記蓋（１８）の上に備えられることを特徴とする請求項１２に記載のサンプルコンテ
ナ。
【請求項１４】
　前記サンプリングツール（５０）が、スティック（５２）とサンプルキャリヤ（５６）
とを取り外し可能に備え、該サンプルキャリヤは、好ましくは前記蓋（１８）が前記サン
プルキャリヤ（１０）に取り付けられると、前記第１のコンテナ（１２）に挿入される前
記スティック（５２）の縦端部に備えられることを特徴とする請求項１３に記載のサンプ
ルコンテナ。
【請求項１５】
　前記蓋（１８）が剥離形状（５８）を有し、前記サンプリングツール（５０）が前記蓋
（１８）に取り付けられると、前記剥離形状（５８）に対する前記スティック（５２）の
相対運動を可能にするが、前記サンプルキャリヤ（５６）の相対運動は不能であるように
し、前記剥離形状（５８）が好ましくは、これを通過する前記スティック（５２）を有す
ることを特徴とする請求項１４に記載のサンプルコンテナ。
【請求項１６】
　前記蓋（１８）に開口部を備え、前記サンプリングツール（５０）が前記蓋（１８）上
に備えられると該サンプリングツール（５０）が通過する開口部を閉鎖可能なストッパを
備え、該ストッパが好ましくは前記蓋（１８）上に係留されることを特徴とする請求項１
３から１５のいずれか一項に記載のサンプルコンテナ。
【請求項１７】
　前記蓋（１８）及び／又は前記第１のコンテナ（１２）及び／又は前記第２のコンテナ
（１４）が、ツールが係合するように構成されたツール係合形状（２６、３４）を備える
ことを特徴とする請求項１から１６のいずれか一項に記載のサンプルコンテナ。
【請求項１８】
　前記ツール係合形状（２６、３４）が前記蓋（１８）及び／又はこれが備えられている
コンテナ（１２、１４）の前記壁を通過しないことを特徴とする請求項１７に記載のサン
プルコンテナ。
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